
Ⅰ 各市提出議題 

 ○ 現行制度の改善又は拡充を求めるもの 

 【拡充を求めるもの】 

区分 □ 新 規 ■ 再提案 (24・4・6 第130回総会；松本市・上田市) 

種類 

■ 現行制度の改善又は拡充を求めるもの 

分 
野 

■ 総務文教 

□ 新たな施策の要望又は提案を求めるもの □ 社会環境 

□ 特に市町村への財政支援策等を求めるもの※注 □ 経済 

□ その他（               ） □ 建設 

要望先 

■ 国 担当省庁 国土交通省 

■ 県 担当部局 企画部交通政策課 

□ その他 名  称  

件名 １ 地方鉄道の支援について 

提案市 上田市 

提
案
要
旨 

地方鉄道の多くは赤字を抱え、苦しい経営を強いられており、廃線の危

機に直面している路線も多くある。このような状況の中で、自治体、住民、

事業者が一体となって鉄道を支えているが、安全対策のための設備投資だ

けでも多額の経費が必要となる。自治体の支援にも限界があり、国及び県

の充実した財政的支援が必要である。 

平成24年度の国の補正予算で、鉄道施設の緊急老朽化対策への予算措置 

がとられたが、今後も継続性があり、地域の実情に即した支援スキームを

基とした、補助率のかさ上げや重点的な財政支援など、鉄道を恒久的に維

持するための、国及び県の支援制度の充実及び予算額の確保を要望する。 

提
案
理
由 

鉄道の継続的な運行を維持していくためには、安全面での施設整備など

に多額な経費が必要となり、市としても独自の支援をせざるを得なくなっ

ており、財源の確保が大きな課題となっている。また、計画的に事業を進

めるためには、国・県の補助金の拡充が必須となっている。 



現
況
及
び
課
題
等 

上田市においては、平成16年12月に別所線の安全対策を核とした公的支

援を決定し、3年ごとに上田電鉄㈱と運行協定を締結し、安全対策のため

の設備投資を中心とした支援を継続している。（平成16年度から24年度ま

での9年間における市からの支援額は、9億8千8百万円余となっている。） 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金の対象となる設備投資について

は、市の6分の1の補助に加え、事業者が負担すべき3分の1についても、市

が独自に補助をしている。また、国・県補助の対象とならない安全対策に

係るその他設備投資及び修繕費等に対しても、市が全額を支援しているこ

とから、財源確保が大きな課題となっている。 

 現行制度における国・県の助成額の確保はもとより、国及び県の支援制

度の更なる拡充が必要である。 

関
係
法
令 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱 

地域鉄道安全性向上事業費補助金交付要綱 

 

 



  【拡充を求めるもの】 

区分 ■ 新 規 □ 再提案 ( ・ ・ 第  回総会；   市) 

種類 

■ 現行制度の改善又は拡充を求めるもの 

分 

野 

■ 総務文教 

□ 新たな施策の要望又は提案を求めるもの □ 社会環境 

□ 特に市町村への財政支援策等を求めるもの※注 □ 経済 

□ その他（               ） □ 建設 

要望先 

■ 国 担当省庁 国土交通省 

■ 県 担当部局 企画部交通政策課 

□ その他 名  称  

件名 ２ 乗合バス路線事業運行車両踏段（ステップ）基準の緩和について 

提案市 松本市 

提
案
要
旨 

道路運送法第４条の規定に基づいて、比較的利用者の少ない地域で乗合

バス事業を行うため、ワゴン車をベースにした乗車定員１１人以上１５人

程度の小型ワンマンバス車両（以下「小型バス車両」という。）が導入さ

れている。道路運送車両の保安基準（以下「保安基準」という。）では、

１５人乗りも７０人乗りのバス車両も一律の保安基準に適合する必要が

あり、市販の適合車両のない小型バス車両の場合は、踏段（ステップ）の

改良や後輪捲込み防止バーの設置など追加改造が必要となっている。 

特に、踏段（ステップ）は、高齢者の乗降に便利な低い補助ステップが、

国の保安基準等に適合しないため装備できない状況にある。国に対して小

型バス車両の開発とともに、保安基準等の緩和を要望する。 

提
案
理
由 

 民間バス事業者は、大量輸送と経営の効率化の観点から３０名以上の大

型バス車両を導入しているが、近年では行政が関与するコミュニティバス

の普及に伴い、利用需要が比較的小さな集落間において効率的な運行に適

する小型バス車両による乗合バス事業に対する住民ニーズが増している。 

昨年度、本市が導入した小型バス車両は、保安基準に適合する踏段の有

効奥行を３００㎜確保した結果として、車両構造上の課題からステップの

位置が高さ４２０ｍｍとなり高齢者の乗降に支障をきたしている。また、

補助ステップも踏段有効奥行３００㎜が必要となるため、現状では取付け

ができない。（別紙１） 

現
況
及
び
課
題

等 

 松本市では、平成２３年度６台を導入。２５年度は２台の導入を予定。 

道路運送法第７８条(市町村運営有償運送)の場合は、保安基準の適合が

要件ではないが、今後、民間バス事業者が狭隘な中山間地域等において必

要な乗合バス事業を展開しかつ燃料費や減価償却費などの経費節減が期

待される小型バス車両の導入を推進する必要がある。 

関
係 

法
令 

道路運送車両法（昭和２６年６月１日法律第１８５号） 

道路運送車両の保安基準（昭和２６年７月２８日運輸省令第６７号） 



 



小型マイクロバス車両現状の対応等 

１ 現在の状況 ステップ奥行を３００ｍｍ以上に改造したことにより高さが４２０ｍｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 補助ステップを取り付けた車両 高さ２００ｍｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 ３ 補助ステップとステップ改造による影響 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高さ 200㎜ 

現状ステップ 

奥行 200㎜ 

ステップ改造 

奥行 300㎜ 

補助ステップ 

奥行 200㎜ 

補助ステップ改造 

奥行 300㎜ 

後輪捲込防止バー 高さ 420㎜ 

奥行 300㎜ 

 

別紙１ 別紙１ 



  【拡充を求めるもの】 

区分 ■ 新 規 □ 再提案 ( ・ ・ 第  回総会；   市) 

種類 

■ 現行制度の改善又は拡充を求めるもの 

分 

野 

□ 総務文教 

□ 新たな施策の要望又は提案を求めるもの ■ 社会環境 

□ 特に市町村への財政支援策等を求めるもの※注 □ 経済 

□ その他（               ） □ 建設 

要望先 

■ 国 担当省庁 厚生労働省 

□ 県 担当部局 （健康福祉部健康福祉政策課） 

■ その他 名  称 日本年金機構 

件名 ３ 日本年金機構による常設の年金相談所の早急な増設について 

提案市 上田市 

提
案
要
旨 

日本年金機構(以下機構)が運営し、地域の年金業務の中核となる年金事

務所については、通常管轄内において、交通の便の良い市街地等人口密集

地に設置されている。しかし、市部のような人口密集地･交通の要所であ

るにもかかわらず、当該事務所から離れた場所にある地域においては、多

くの住民が利便性を損なうことになる。（上田地域、岳北・岳南地域、大

北地域など） 

このため設置の重要性、高齢者の増加等に伴う生活者の利便性向上の視

点から、人口密集地･交通の要所である地域に、年金に係る「常設の相談

所」の県内における早急な増設を、国を通じて日本年金機構に強く要望す

る。 

提
案
理
由 

公的年金制度の事業主体は国であり、市町村は法定受託事務として国民

年金に係る申請・免除等一部業務を行っているため、それ以外の年金業務

については、年金事務所又は常設の年金相談所で手続きを行う必要があ

る。しかし、年金事務所等が近隣にない地域の住民は、遠い年金事務所ま

で赴かなければならず、高齢者や障害者にとっては大きな負担となる。 



現
況
及
び
課
題
等 

現在長野県内では、７箇所の年金事務所と１箇所の「街角の年金相談セ

ンター」等「常設の相談所」が各地域の要所に設置されている。 

しかし年金事務所への需要が増加する一方で、人口密集地を有し、交通

の要所でもある上田地域でも設置されていないため、臨時的な施設である

「上田年金相談室」が、地域住民への年金サービスの拠点となっている。

ここでの相談者数は管轄内全相談者数の約３割を占めており、必要不可欠

な行政機関として、現在２人体制で運営されている。そのうち１人は、機

構側が２人以上の職員の出張は困難であるという理由から、上田市の単独

雇用の職員を配置せざるを得ない状況となっている。 

このような状況の中、県内でも高齢化が進み、また障害者も増加してお

り、将来への不安等から年金相談業務への住民の需要が高まっている。65

歳までの継続雇用制度に基づく、職員の配置も検討いただきながら、「常

設の相談所」の増設について早急な対応が必要である。 

関
係
法
令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  【拡充を求めるもの】 

区分 □ 新 規 ■ 再提案 (H24・8・30 第131回総会； 伊那市) 

種類 

■ 現行制度の改善又は拡充を求めるもの 

分 

野 

□ 総務文教 

□ 新たな施策の要望又は提案を求めるもの □ 社会環境 

□ 特に市町村への財政支援策等を求めるもの※注 ■ 経済 

□ その他（               ） □ 建設 

要望先 

■ 国 担当省庁 農林水産省 経営局 就農・女性課 

□ 県 担当部局 （農政部農村振興課） 

□ その他 名  称  

件名 ４ 新規就農・経営継承総合支援事業の拡充について 

提案市 伊那市 

提
案
要
旨 

 新規就農・経営継承総合支援事業については、親元就農要件が厳しく、

親元就農者の多くが、助成対処とならない現状にある。親元就農者の農地

の所有権及び利用権に関する要件緩和を行い、地域農業技術の円滑な継承

のため、果樹、花卉、野菜等施設園芸等の農家子弟が、親元就農する場合、

交付金の助成対象となるよう制度の拡充（要件緩和）を要望する。 

提
案
理
由 

● 将来、地域の中心経営体として、期待される親元就農者が、事業の助

成対象とならない一方で、Iターン等市外からの就農者は、助成対象と

なりやすいことから、認定農業者等、地域の中核農家からは、不公平

かつ欠陥のある制度との声が多く寄せられている。 

● TPP参加表表明問題等、農業を取り巻く環境は不透明感及び厳しさを

増すばかりであり、真に地域の担い手として期待される新規就農者へ

の支援は、地域の農業振興上、喫緊の課題となっている。 

以上の理由から、地域の担い手農家の不公平な制度との声に配慮するとと

もに、親から子への農業技術の継承を円滑に進め、地域農業の再生、生き

残りを推進するためにも、親元就農者が、事業の助成対象となるよう制度

の要件緩和を強く要望するものである。 

現
況
及
び
課
題
等 

● 親元就農者が就農する場合、本事業の助成対象となるためには、農地

の所有権又は利用権を有すことが必要であり、給付対象者の所有と親

族以外からの貸借が、1/2以上必要とされている。 

● 新規就農者には、同要件を満たすため生前贈与等をお願いすることと

なるが、親元である農業者は50代から60代の、働き盛りの地域の中核

的な担い手であり、経営移譲や生前贈与等を実施することは難しい状

況にある。 

● 結果として、地域農業の振興上、最も支援・育成していきたい若手新

規就農者が、助成の対象とならず、不公平な制度との批判と併せて、

農政に対する不満となっている。 



関
係
法
令 

 

 


